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協議事項-1 

愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会 

 平 成 27 年 度 事 業 計 画 （案） 

         
自 平成 27年 4月  1日 

至 平成 28年 3月 31日 

  

平成 27年度介護報酬改定は、2025年（平成 37年）に向けて、医療・介護・予防・住ま

い・生活支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」の構築を実現していくため、

平成 26年度改正の趣旨を踏まえ、以下の 3項目に基づいて行われます。 

１ 中重度の要介護者や認知症高齢者への対応とさらなる強化 

 ①地域包括ケアシステムの構築に向けた対応 

 ②活動と参加に焦点を当てたリハビリテーションの推進 

 ③看取り期における対応の充実 

 ④口腔・栄養管理に係る取組の充実 

２ 介護人材確保対策の推進 

 今後も増大する介護ニーズへの対応や質の高い介護サービスを確保するため、

 介護職員の安定的な確保を図るとともに、さらなる資質向上への取組を推進する。 

３ サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築 

 介護保険制度の持続可能性を高めるため、各サービス提供の実態を踏まえた必

 要な適性化を図るとともに、サービスの効果的・効率的な提供を推進する。 

 

当会では、これらの改定や将来像を踏まえて、会員の「地域包括ケアシステム」への対

応、「地域ケア会議」の開催に備えて、ケアマネジャーのファシリテーター能力の強化に

向けて「ファシリテーター研修」を特定非営利活動法人日本地域福祉研究所主任研究員、

國光登志子氏の協力を得て、介護支援専門員資質向上に向けた研修の継続と新たな立案を

進めてまいります。 

また当会ではケアマネジャーの資質向上・アセスメント能力向上に向けて、愛知教育大

学、増田樹郎教授の指導により、「介護」と「生活」を軸に情報を整理・分析して、予後

予測から課題を抽出、個別の生活目標からニーズを導き出す過程が理解しやすい愛介連版

アセスメントシートを作成することで対応してきました。平成 27年度はその集大成として、

「アセスメントシート解説本」を出版いたします。 

 こうした活動は国が進めようとする施策を先取りしており、仮称「アセスメントシート

解説本」の出版と、その普及のための研修会、また新たな研修会の開催等、ケアマネジャ

ーの資質向上に向けて各種の取り組みを行います。 

加え、管理者向け研修会、ホームページ（愛知介護ネット）を活用し、情報提供を行い、

利用者が安心して選択できる事業者づくりと介護保険制度の信頼を高めていくことを目指

す。 
 

1. 会員の増加、退会防止 
 居宅介護支援事業者の指定権限が、平成 30 年 4 月から市町村へ委譲される等、会員増強
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に対する環境は厳しさを迎えています。今後も会員増強担当者を中心に、各種研修を通じ

地域の市町村で組織する介護支援専門員の情報連絡会などと連携を図り、未加入事業者へ

の積極的な勧誘を実施する。またブロックの見直しの検討も行い未加入事業者及び加入事

業者に魅力的な組織作りを行う。 
 併せて、著名な講師による管理者向け研修会の開催を通じて、未加入事業者へ活動の周

知と共に加入促進につなげる。研修事業収支については、実務研修受講試験合格者向け愛

介連版アセスメントシート研修等、有意義な有料研修会を開催し収支の改善に努める。 
 

 
2. 講演会・研修会の開催 
  会員事業所の管理者・介護支援専門員の資質向上、地域や医療関係機関との連携を目 
 的とした研修会・講演会の開催 

 研修事業〈愛知県の受託事業〉 

（１）主任介護支援専門員資質向上研修会の開催＜継続＞ 

特定非営利活動法人日本地域福祉研究所主任研究員、國光登志子氏を講師に招聘し、 

講義と演習を組み入れた研修を開催、既受講者への案内で再受講等の広報を進め 

参加者の一層資質向上を図る。 

  研修事業〈独自事業〉 

 （１）愛介連版アセスメントシート研修会の開催 

介護支援専門員実務研修受講試験に合格した実務研修受講者向けの研修会を平成 26 
年度に引き続き開催、愛介連版アセスメントシート解説本をベースとした研修会を、 
ブロック及び団体等の要請に応じて開催する。 

（２）主任ケアマネジャーを対象としたファシリテーター研修の開催 

「地域ケア会議」の開催を踏まえ、平成 27年度もファシリテーター能力の向上に向 

けた研修会を開催し、地域のリーダー育成と、次期研修講師の育成も視野に入れてい 

く。 

（３）著名講師による管理者向け研修会の開催 

 （４）ブロック研修会・複数ブロックの合同研修会の開催 
（５）介護支援専門員協会など他団体と共同研修会の開催 

3. 介護支援専門員等資質向上事業〈愛知県の受託事業〉 
（１）介護支援専門員悩み相談窓口の設置＜継続＞ 

    一般相談（毎週火・木曜日、13時～16時 45分） 

4. 普及啓発事業 

（１）仮称「アセスメントシート解説本」の出版 

（２）愛介連版アセスメントシートの普及啓発 

5. 情報提供事業 
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（１）ホームページ（愛知介護ネット）による提供 
（２）情報システムによる研修会等、情報の掲示・閲覧・申し込み 

（３）愛知県、日本介護支援専門員協会と連携した介護に関する情報の提供 
6. 調査・研究事業 
（１）サービス付き高齢者向け住宅のサービス内容の課題等に関する調査 
（２）ケアマネジャー部会内にアセスメント研修の効果を調査するワークグループを設置、

 学会や全国規模の大会等に参加、調査・研究の成果を発表する。 
 
 
7. 地域組織との連携等 
（１）県の主催する在宅医療従事者能力向上研修会、医師会を中心とした地域医療再生の 

ための多職種連携協議会等との連携により、地域の市町村で組織する介護支援専門 

員の情報連絡会などと一層の連携を図るとともに、地域包括ケアの情報収集や今後

 の進め方を検討する。 
（２）社会福祉協議会など市町村及び市町村単位連絡組織との連携・強化 
（３）関係諸団体との連携・強化 
 

8. ケアマネジャー部会事業 
 （１）介護支援専門員の資質向上を図る研修事業の実施 
（２）倫理意識向上の啓発および倫理要綱の周知 
（３）医療連携の情報収集と関係者との連携強化 
（４）情報提供事業ならびに調査・研究事業の推進 
（５）関係団体が行う各種研修事業、情報提供事業への参加・連携 
（６）介護支援専門員の知識及び技術の向上に関すること 
（７）介護保険制度の普及・啓発に関すること 

9. その他 
（１）公益財団法人愛知県シルバーサービス振興会との連携強化 
（２）愛知県介護支援専門員協会（日本介護支援専門員協会愛知県支部）との連携強化 

（地域、県、全国の三層構造の構築） 
（３）名古屋介護サービス事業者連絡研究会（名介研）との連携についての検討 
 

 


